


現在

1. 商品名 　カードローン「ホップ」

2. お申込み年齢 　・申込時年齢が満20歳以上満65歳以下の方

3. ご利用いただける方 以下のすべての条件を満たす個人のお客様

　・安定、継続した収入が見込める方　（主婦・パート・アルバイトも可）

　・全国しんくみ保証㈱の保証を受けられる方

　・当組合の営業地域内に居住あるいは勤務されている方

　・反社会的勢力に該当しない方

4. 資金使途 ・ご自由にご利用いただけます。（但し、事業性は除きます。）

5. 極度額 ・30万円

6. お借入期間 ・最長3年の自動更新とします。

　※但し、保証期間は当座貸越契約期間と同期間とし、更新時年齢が65歳超は更新できません。

9. お借入金利 　・固定金利

　・お借入金利は、お申込時ではなく、実際にお借入頂く日の金利が適用されます。

10. ご返済方法 　(1)定額返済方式

ご返済金額 毎月5日　（5日が土・日・祝日の場合も定額返済が行われます。）

　・任意の増額返済も可です。但し、任意の増額返済が行われた場合も、定額返済は行われます。

9. 保証料 　・保証料は金利に含まれます。

　・印紙代等諸費用は、別途ご負担いただきます。

10. 担保 ・不要

11. 申込時必要書類

①本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポートのいずれか1点）

※顔写真のないものについては複数の資料にて確認させていただきます。

※所得証明資料は不要

①ローン借入申込書（しんくみ保証）②個人情報の取扱に関する同意書（しんくみ保証）

③お客様の個人情報の取扱いについて（当組合）

※ローン契約については所定の審査があり、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

※手数料にはいずれも消費税等が含まれます。

12. ・苦情処理措置

　　ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営業店または下記の窓口をご利用下さい。

　　【窓口：富山県信用組合総務部】　 受付日 月曜日～金曜日（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

電話0763-33-3351 受付時間 午前9時～午後5時

　　なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか当組合ホームページをご覧下さい。

　　ホームページアドレス　https://www.toyama-kenshin.co.jp

・紛争解決措置 東京弁護士会　紛争解決センター　（電話：03-3581-0031）

第一東京弁護士会　仲裁センター　（電話：03-3595-8588）

第二東京弁護士会　仲裁センター　（電話：03-3581-2249）

　　上記センターで、紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記富山県信用組合総務部または下記窓口までお申し出下さい。

　　【窓口：（社）全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】 受付日 月曜日～金曜日（土日・祝日および協会の休日を除く）

電話 03-3567-2456 受付時間 午前9時～午後5時

住所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5（全国信用組合会館内）

苦情処理措置
紛争解決措置

毎月返済額

6,000円
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貸越極度

30万円

用意いただく書類

記入いただく書類

1.ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ「ﾎｯﾌﾟ」（しんくみ保証）
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